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2 人

17 人
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（注）　職員手当には退職手当を含まない。

円 円 円

円

円

円 円 円

円 円 円

（注） ラスパイレス指数とは、地方公務員と国家公務員の給与水準を国家公務員の職員構成を基準として、職種毎の経験

　　　 年数別、学歴別平均給料月額を比較し、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示した

　　　 ものである。

平成16年度

95.1

※H16 ラスパイレス指数は、合併前の旧町及び一部事務組合の　

　 加重平均値。

503人

△　13人

（１）人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

17年度

（１）職員の任免の状況（H17.4.1～H18.3.31）

採　　用

退　　職

職員の給与の状況

（２）職員数の状況（各年度4月1日現在）

平成18年度

平成17年度

差　　引

490人

区分

平均給料月額

平均給与月額

一般行政職

千円　

6,559
千円　人　

473
千円　

456,107
千円　 千円　

1,867,638 778,439 3,102,184

160,200大学卒

138,800

17年度
21,839,075

人　

35,549

職員数

3,102,184

給 与 費

％　

　　　　　計　　　　　Ｂ

歳　出　額　

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（17年度末）

人　件　費

　　　　Ｂ／Ａ　　　

421,137

　　　　　　Ｂ

　　　　　　Ａ

人 件 費 率実質収支

14.2
千円　 千円　 千円　

366,100

313,100

262,300

205,700

304,800

270,800

高校卒

区　　　　　分

一般行政職

（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成17年4月1日現在）

経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

円

大学卒

高校卒

円

170,700

138,800 136,000円

160,200

138,800 円
2級　145,500

1級　140,700

　一人当たり給与費
　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

364,040円

48.9歳

（３）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成17年4月1日現在）

344,993円 312,275円

給　 料 期末・勤勉手当職員手当

職員の任免及び職員数に関する状況

　　　　　人事行政の運営等の状況について

技能労務職
国の制度

一般行政職

消防職 技能労務職

333,313円

一般行政職区　分

平均年齢

381,652円

42.2歳

（４）職員の初任給の状況（平成17年4月1日現在）

消防職
技能労務職

411,478円

43.7歳

平成１８年９月公表

区分

区分

（注） 経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。

（注） 採用は、兵庫県教育委員会からの人事交流職員である。

（５）ラスパイレス指数の状況（各年度4月1日現在）
平成17年度

95.3

　　朝来市の人事行政運営等について、市民の皆さんに理解していただくため、「朝来市人事行政の運営等の状況
の公表に関する条例」に基づき、職員の任用、給与、服務等について、平成１７年度の概要を公表します。

1



人 人 人 人 人 人 人 人
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

（１７年度支給割合） （１７年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2%～30%加算） 定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）

　　　

千円

千円

％ 人 ％

10

千円

千円

（注） 朝来市の給与条例に基づく給料表の区分による職員数です。

単身赴任手当を支給されている職員の配偶者が居住する住宅

支給職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算）

一部異なる
自宅は、国2,500円（ただし、
新築又は購入から5年間に
限定）

手　当　名

・家賃55千円以上　

・満16歳から22歳年度末までの子は5,000円を加算

扶養親族のある職員に対して支給

内容及び支給単価

・扶養親族でない配偶者がある場合、1人目は6,500円

210,276

33.75

主任保育士 主任保育士
副園長主任教諭

7級

105,559

支給実績（１７年度決算）

14.8

保育所長

支給対象地域

27,000円

5.2 22.9

扶養手当

住居手当

・家賃23,001円～55,000円

・家賃23,000円以下 家賃－12,000円

（７）一般行政職の級別職員数の状況（平成17年4月1日現在）

384人573 24
主任教諭
126

支給率

33.75 42.12

59.28

③調整手当

朝　　　　　　　来　　　　　　　市

1.45

0.8

①期末・勤勉手当

88
32.8

45
11.7 100%

（８）職員手当の状況（平成17年度）

書記
保育士

21
5.5

保育士
教諭

保育士
教諭 教諭

主査
主任保育士
主任教諭

技師

合計
主事 主事 主幹
1級 2級 3級 4級 5級 6級 8級

副主幹
主査

課室長

支所長
事務局長
部参事事務局次長

部長
課室長

国の制度（支給率）

21.0021.00

支給実績（１７年度決算）

59.28

489

59.28

支給職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算）

支給実績（１７年度決算）

47.50

27.30

国

59.28

（支給率）　　　　　　　　　　自己都合　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

3.0

59.28

国

・配偶者以外の2人目まで6,000円、３人目以降は5,000円

・配偶者　13,000円（11月までは、13,500円）

・配偶者がない場合、1人目は11,000円

同一

千円

　円

　％
183,261
13,195

14.3

自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員

（家賃額－23,000円）×1/2＋11,000円

上記額の1／2の額

自宅居住者で世帯主である職員　　　 3,500円

支給対象職員数

310

④特殊勤務手当

121,521

職員全体に占める手当支給職員の割合（１７年度）

手当の種類（手当数）

⑤時間外勤務手当

支給職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算）

全域 5

国の制度
との異同

国の制度と異なる内容

⑥その他の手当

1.453.0

27.30

47.50

42.12

0

59.28

標準的な
職務内容

職員数
構成比

②退職手当

朝　　　　　　　　　　　来　　　　　　　　　　　市

技師
書記

主事
技師
書記 副課室長

20
6.3

副主幹

区分

（退職時特別昇給　1号給　勧奨のみ）
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円

円

円

円 円
円 円

円

円

月分

月分

3

休憩　午後0時15分から午後1時まで

休息　午後0時から午後0時15分まで

　　　　及び午後3時から午後3時15分まで

4

5

休憩時間・休息時間

分　　　　限　　　　処　　　　分

　職員がその職責を十分に果たすことができない場合に
行われる処分で、公務能率の維持を目的とします。

懲　　　　戒　　　　処　　　　分

　職員の一定の義務違反に対する責任を問うための処
分で、公務における規律と秩序の維持を目的とします。

件　数 備　　　　　　　　　　考

1件

備　　　　　　　　　　考

　（免職 0件、休職 4件、降任 0件、降給 0件）

　※休職は心身の故障による長期休養

（２）懲戒処分の状況

件　数

4件

職員の服務の状況

（１）職務専念義務の免除

給料月額等

給
料

650,000

市 長

支給限度額　55,000円（１箇月あたりの運賃等相当額）

通勤手当
・交通機関等利用

通勤のため交通機関、交通用具（自動車等）を使用
している職員に支給（通勤距離が片道１km未満であ
る職員を除く）

円

H17.11.1～
450,000

職員の勤務時間その他勤務条件の状況

4.35

350,000

250,000

280,000

議 長

期
末
手
当

報
酬

議 員

助 役

副 議 長

議 長

収 入 役

　　（１７年度支給割合）

副 議 長

200,000
旧和田山町の議員

旧生野町、旧山東町及び旧朝来町の議員

4.35

市 長 　　（１７年度支給割合）

在任特例期間中（～H17.10.31）

議　　　　　　員

収 入 役

（９）特別職の報酬等の状況（平成17年4月1日現在）

370,000

330,000

区 分

910,000
720,000助 役

交通用具利用　国は、
24,500円以内2㎞未満無支
給

通勤距離に応じて1,000円～26,700円

運賃等相当額（鉄道等利用者は６箇月定期券の額）
一部異なる

・交通用具利用（1㎞以上）

午前8時30分 午後5時15分 土曜日、日曜日

（１）勤務時間の状況（標準的な職場）

開始時刻 終了時刻

勤務時間 1週間の正規
の勤務時間

40時間

週休日

職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況

（２）年次休暇の取得状況（H17.1.1～H17.12.31）

概　　　　　要

1年につき20日付与

※翌年に繰越可能（最大20日）

備　　　　　　　　　　考

年間を通して在職した市長部局に勤務する一般職の平均です。

平均取得日数

6.8日

　　　　職員は、地方公務員法第35条の規定により、職務に専念する義務を有していますが、法律又は条例に特別の定めがある
　　 場合に、限定的に当該義務を免除することがあります。条例で職務専念義務を免除できる場合としては、休暇のほか、「職務
     に専念する義務の特例に関する条例」で規定しています。

　（免職 0件、停職 1件、減給 0件、戒告 0件）
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6

7

職員健康診断の実施

8

9

職員の競争試験及び選考の状況

（２）公務災害等の認定状況

区　　　　　分
職員の保健等に関すること

公平委員会の報告事項

職員互助会

公務災害 通勤災害 計

5件 2件 7件

競争試験 初級（高校卒程度）

共済組合

　　　 平成１７年度においては、統計調査業務に従事する場合（５件）につき許可しました。

（１）福利厚生の状況

　　　　職員は、地方公務員法第38条の規定により、営利企業等への従事が制限されていますが、任命権者の許可を受けて、営
　　利企業等に従事することが認められています。

（２）営利企業等の従事制限に関する許可

職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）研修の状況

区　分 実施場所等 研　　修　　内　　容 受講者数（人）

10

6

12

但馬広域行政事務組合 　法制執務・民法・行政法・人権啓発研修など 43

兵庫県自治研修所

　管理職研修（政策形成、マネジメント、合併特別）

　監督職研修

　吏員（１．２部）研修

　第２部課程 1

兵庫県自治研修所 　政策法務研修、民法研修など 3

全国市町村国際文化研修所 　実践的課題解決型研修など 2

一般研修
（階層別研修）

但馬広域行政事務組合
　中堅職員研修

　管理・監督職員研修

6

4

自治大学校

特別研修

但馬県民局

　国内研修（高付加価値化方策） 1

　部局長等管理職研修 4

（財）電源地域振興センター

　実務担当者研修など 8
（財）兵庫県自治研修所

（財）地方財務協会 　地方財政関係講習会など 3

　パソコン研修 9

　管理職研修（メンタルヘルス研修）

　市町職場研修（市町振興課） 2兵庫県

区     分
（単位：人）

試験の種類

　　　勤務成績の評定の実施に向け検討を行っています。

職員の福祉及び利益の保護の状況

98

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

職　　　　種 申込者数

　消防職員 11 10 1

受験者数 合格者数

　一般行政職（社会福祉士） 12 12 1

　一般行政職 58 50 2

職員は、地方公務員を対象とする社会保険制度である兵庫県市町村職員共済組合に
加入し、職員と市が分担拠出する財源により医療や年金の給付を受けています。

内　　　　　　　　　　　容
受診者数　355人

職員の福利厚生の実施について、（財）兵庫県町村職員互助会と朝来市職員会を通じて
福利厚生事業を行っています。

212

（２）勤務成績の評定の状況

派遣研修

独自研修

区               分 件数

　勤務条件に関する措置の要求の状況 0件

　不利益処分に関する不服申立ての状況 0件

（注） 朝来市では、地方公務員法第7条第4項に基づき、共同設置した但馬公平委員会で公平委員会に係る事務処理をして
　　　 います。
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